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１．体系図

基本理念　　　互いに尊重しあい、共に生きる支えあいの地域をつくる

基本目標１　　包括的に支援するしくみを強化する

取り組みの方向性 施策

【重点取り組み】 １　関係機関と連携・協働した、包括的な支援体制のしくみをつくる　－重層的支援体制整備事業ー

Ⅰ 主な事業

包括的支援体制を 1 . 多機関協働事業（厚生課・生活福祉課）

構築する 2 . 地域福祉プラットフォームの運営（厚生課・社会福祉協議会）【重層的支援体制整備実施計画】

１　福祉の施策や活動に関する情報を発信する

主な事業

3 . 「地域福祉・ボランティアフォーラム」の開催（厚生課・社会福祉協議会）

4 . デジタルデバイドの解消（障害者福祉課・高齢者福祉課・社会福祉協議会）

5 . 「ボランティアの日」の啓発（社会福祉協議会）

6 . 「ボランティアまつり」の開催（社会福祉協議会）

２　地域福祉の担い手を育成・支援する

主な事業

7 . 民生委員・児童委員の活動支援（厚生課）

8 . 認知症サポーターステップアップ教室の開催（高齢者福祉課）

Ⅱ 9 . 介護予防サポーター養成講座（高齢者福祉課）

地域活動を推進する 10. ゲートキーパー養成講座（保健予防課）

環境を整備する 11. 地域福祉リーダーの育成（社会福祉協議会）

12. ボランティア活動者の育成（社会福祉協議会）

３　地域の居場所や住民同士が交流できる拠点を整備する

主な事業

2 . 地域福祉プラットフォームの運営（厚生課・社会福祉協議会）再掲

13. オレンジカフェすみだー認知症カフェ（高齢者福祉課）

14. 地域活動支援センター事業（保健予防課）

15. 民間事業者による地域子育て支援拠点事業（子育て支援課）

16. 児童館における地域子育て支援拠点事業（子育て政策課）

17. 児童の健全育成と放課後の子どもの居場所（子育て政策課）

18. 両国・文花子育てひろばの運営（子育て支援総合センター）

19. 小地域福祉活動・ふれあいサロン実施地区の拡大（社会福祉協議会）

20. おもちゃサロンの充実（社会福祉協議会）

１　地域における見守り活動を推進する

主な事業

2 . 地域福祉プラットフォームの運営（厚生課・社会福祉協議会）再掲

21. 高齢者見守りネットワーク事業（高齢者福祉課）

22. 要保護児童対策地域協議会（子育て支援総合センター）

19. 小地域福祉活動・ふれあいサロン実施地区の拡大（社会福祉協議会）再掲

２　地域における支えあい活動を推進する

主な事業

Ⅲ 23. 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 ( 障害者福祉課・保健予防課）

地域で支えあい・ 24. 生活支援体制整備事業（高齢者福祉課）

助けあうしくみを 25. ファミリー・サポート・センター事業（子育て支援総合センター・社会福祉協議会）

確立する 19. 小地域福祉活動・ふれあいサロン実施地区の拡大（社会福祉協議会）再掲

26. すみだハート・ライン 21、ミニサポート事業（社会福祉協議会）

３　地域力を高める活動を支援する

主な事業

27. 地域力向上プラットフォーム事業（地域活動推進課）

28. 町会・自治会活動への支援（地域活動推進課）

29. 地域安全マップ作成事業（安全支援課）

30. 町会・自治会における地域福祉活動の促進（社会福祉協議会）

31. 社会福祉法人のネットワークづくり（社会福祉協議会）

音　声
コード
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取り組みの方向性 施策

１ 成年後見制度などの権利擁護事業を推進する

主な事業

32. 成年後見制度の利用支援（厚生課・社会福祉協議会）【成年後見制度利用促進基本計画】

33. 市民後見人の育成・支援（厚生課・社会福祉協議会）

34. 法人後見人の活動（社会福祉協議会）

35. あんしんサービス事業（社会福祉協議会）

２　生活に困難を抱えている人の自立を支援する

主な事業

2 . 地域福祉プラットフォームの運営（厚生課・社会福祉協議会）再掲

36. 生活困窮者自立支援事業（生活福祉課）

37. 生活保護受給者自立支援プログラム（生活福祉課）

Ⅳ 38. 若者の居場所づくり事業（保健予防課）

地域で安心して 39. 自殺予防週間等自殺対策の普及啓発（保健予防課）

暮らし続けるための
支援をする ３　子どもの未来を応援する

主な事業

40. 生活困窮世帯向け子どもの学習・生活支援事業（生活福祉課）

41. ひとり親家庭就業・養育費等支援事業（生活福祉課）

18. 両国・文花子育てひろばの運営（子育て支援総合センター）再掲

22. 要保護児童対策地域協議会（子育て支援総合センター）再掲

25. ファミリー・サポート・センター事業（子育て支援総合センター・社会福祉協議会）再掲

42. 青少年関係団体への支援（地域教育支援課）

43. 子どもの居場所ネットワークづくり（社会福祉協議会）

４　福祉サービスの評価と適切なサービス選択を確保する

主な事業

44. 福祉サービス第三者評価制度（厚生課）

45. 福祉サービスに関する苦情受付（社会福祉協議会）

基本目標２　　区民が安心して暮らせる福祉のまちをつくる

１　災害時に支えあい、助け合うしくみをつくる

主な事業

46. 地域防災活動拠点会議の開催（防災課）

47. 災害時要配慮者個別避難計画の作成（防災課・障害者福祉課・介護保険課・高齢者福祉課）

Ⅰ 48. 要配慮者サポート隊の結成（防災課）

災害時の支えあい・ 49. 学校防災活動の推進（防災課）

助けあいを推進する 50. 災害時食支援ネットワークの構築（保健計画課）

２　災害ボランティア活動体制を整備する

主な事業

51. 災害ボランティア活動体制の整備（社会福祉協議会）

１　地域の中で共に生きる意識を高め、活動を支援する（心のバリアフリーを推進する）

主な事業

Ⅱ 52. 障害者差別解消法普及啓発事業（障害者福祉課）

誰もが心を通わす 53. すみだスマイル♡フェスティバルの開催（障害者福祉課）

暮らしやすい 54. ヘルプカード等の配布事業（障害者福祉課）

まちをつくる 55. 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業（障害者福祉課）

56. 認知症普及啓発（高齢者福祉課）

57. 幅広い世代への「福祉教育」プログラムの実施（社会福祉協議会）

１　情報バリアフリーを推進する

主な事業

58. あんしんバリアフリーマップの運営（厚生課）

4 . デジタルデバイドの解消（障害者福祉課・高齢者福祉課・社会福祉協議会）再掲

Ⅲ 59. 区立図書館の障害者サービス事業（ひきふね図書館）

誰もが自由に行動し、 60. 手話・点訳・音訳・要約筆記等のボランティア育成プログラム（社会福祉協議会）

社会参加しやすい
まちをつくる ２　まちなかのバリアフリー整備等を進める

主な事業

61. 交通バリアフリー事業の推進（厚生課）

62. 福祉のまちづくり施設整備への助成（厚生課）

63. 道路等の適正利用の確保（土木管理課）

64. 道路バリアフリー整備事業（道路公園課）

音　声
コード
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包括的に支援する仕組みを強化する

　制度や分野の違いや、「支える側」「支えられる側」という枠を超えて、人と人、

人と社会がつながり、一人一人が役割や生きがいをもって助けあいながら暮らして

いくことのできる「地域共生社会」を実現するため、相談体制の整備、区民活動の

ための環境整備、地域で支えあう仕組みづくりなどを推進します。

　取り組みの方向性

Ⅰ 　包括的支援体制を構築する 重点取組  　   　

　地域住民の支援ニーズに対応するため、包括的な支援体制を整備します。

既存の相談機関で個人・世帯の属性を問わず相談を受けとめる相談体制を構築します。

Ⅱ 　
地域活動を推進する環境を整備する　

　共に生きる支えあいの地域づくりは、地域住民や地域の福祉関係者による住民主体の

活動を推進していくことが重要です。そのためには地域住民の地域福祉活動への参加を

促進するための環境整備が必要となります。

Ⅲ 　地域で支えあい・助けあうしくみを確立する　  

　墨田区は昔から下町らしい人情のあふれたまちとして、となり近所の相互扶助が日常

的に行われてきました。しかし、少子高齢化や核家族化、単身化が急激に進行する中、

高齢者の孤立、子どもの虐待、ひきこもりなど様々な問題も多くなっています。

　また、地域防犯力の強化などにおいても、日ごろからの関係機関、地域住民等におけ

るつながりの強化を図ります。

Ⅳ 　地域で安心して暮らし続けるための支援をする　   

　今後増加が見込まれる認知症高齢者、一人暮らし高齢者や、知的障害者、精神障害者

などの支援をするための、良質なサービスの安定的な供給を確保します。

　また、経済的に困窮した人、心の悩みや生きづらさを感じている人、子どもたちなど

を支えるための様々な制度が有効に機能し、状況に応じた支援が行われるよ

う、取り組んでいきます。

基本目標１

音　声
コード

－ 62 －

支えあい、助けあう地域へ

協力企業・事業所等

各支援センター・みまもり相談室、

関係機関とのつながり

日頃の地域

のつながり

基本目標１　　包括的に支援するしくみを強化する

取り組みの方向性 Ⅲ　地域で支えあい助けあうしくみを確立する

目標　令和８年度の姿

◆ 多くの地域で、高齢者や障害者、子どもなどに対する見守りネットワークが構築され、

社会的孤立の解消に向けた取り組みが行われています。

　地域における見守り活動を推進する
施策１

　区内では、８カ所の高齢者支援総合センターに併設する形で、それぞれ高齢者みまもり相談室が整備さ

れています。高齢者みまもり相談室は､ 高齢者相談員（民生委員・児童委員）や見守り協力員、町会・自

治会、老人クラブ等に加えて、様々な業種の協力機関と連携しながら地域の高齢者の見守りネットワーク

を培ってきました。そのような中で、自主的な見守り活動として「みまもり隊」などを結成している地域

もあります。また、区は企業・事業所等との見守り協定も推進し、異変を察知した時は関係機関へ速やか

につなぐ体制をとっています。

　子ども・子育て分野では要保護児童対策協議会が設置され、地域の要保護児童を早期に発見し、解決に

向けた支援につなげています。

これまでの取り組みと成果

≪アンケートから≫

【近所に見守りが必要な高齢者の有無】
「いるかどうかわからない」60.7％

【心配事や愚痴を聞いてくれる人】
そのような人はいない　4.6％

【よく合う友人知人】
　 いない　8.2％

【近所付き合いの程度】
　 付き合いはほとんどない　12.2％

令和元年度墨田区介護予防・日常生活圏ニーズ調査、墨田

区在宅介護実態調査から

≪活動者等アンケートから≫

【住んでいる地域（活動している地域）で地域のつながりはあるか】

ある　71.3％

【地域に生まれているプラットフォーム】

・高齢者の簡単なニーズにこたえる活動

・サポート隊・みまもり隊など(多数))

【「社会とのつながりを断っている」「見守りを拒む」「自分からは声を

発さない」など、地域で孤立している個人、世帯と接したことがある】

　民生委員・児童委員　　26.8％

　社会福祉法人（社会福祉施設）　28.6％

　高齢者支援総合センター　100%

第4次地域福祉計画　アンケート調査から

－ 63 －
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〇 各主体の役割

　区

区民や関係機関、事業者と連携し、障害者、高齢者、子ども等に対する見守り体制を充実させます。

また、地域に埋もれた課題の掘り起こしの機能強化、相互扶助や互助の考え方の普及啓発に努め

ます。

　区民、民生委員・児童委員、町会・自治会等

各分野の関係機関と協力し、ネットワークなどに参加します。

また、自主的な見守り活動の構築を進めます。

　社会福祉法人（福祉施設）、ボランティア・NPO、企業・事業所等

みまもりネットワークの一員として見守り活動に参加します。

　区では、地域の見守りネットワークづくりに力を入れてきましたが、自分から SOSの声をあげられな

かったり、地域とのつながりを拒む方などがいて、実態が把握できないケースが存在します。アンケート

においても近所付きあいをしていない高齢者が少なからずいます。

　自分から助けを求めることは簡単なことではなく、今後も地域福祉の軸となる相互扶助や互助の考え方

の普及啓発をし、助けを求めたくても求められない人への対応が必要となっています。

課　題

　従来の見守り活動を継続するとともに、新たな協力機関の開拓に努めます。

また、助けを求めたくても求められない人に対するアウトリーチによる支援を強化させるための活動主体

の確保に努め、埋もれた課題の掘り起こしなどの機能強化を図ります。

　今後は、様々な主体による見守り活動を促進させるよう、相互扶助や互助の考え方の普及啓発と、見守

り主体の確保に努めます。

今後の取り組み

－ 78 －

区と社会福祉協議会の主な事業

事業
番号 事業名・事業概要 これまでの実績（令和 2年度） 事業目標

27

地域力向上プラットフォーム事業

―地域活動推進課―

　区内に小地域（１連合町会程

度）を定めて、地域のことを考

えて話し合う場である「地域力

向上プラットフォーム」を整備

します。その地域に暮らす人や

地域のために活動する団体など

様々な主体が参加して、地域の

将来や課題について話し合い、

問題解決のため取り組みを行い

ます。

【質的な実績】

　本事業は令和元年度に開始し、

横網・石原連合町会地域を対象

に、地域力向上プラットフォー

ム（名称：石横処）を立ち上げ、

３回のワークショップを通し

て、４つのグループを作り、グ

ループごとに地域課題の解決に

向けた取組計画を策定しました。

（ワークショップ参加者数：延べ

83名）

　令和２年度は、石横処（横網・

石原地域の地域力向上プラット

フォーム）の活動支援と他の地

域における地域力向上プラット

フォームの設置を予定していま

したが、新型コロナウィルスの

影響により実施を見合わせまし

た。

【数値的な実績】

　地域力向上プラットフォーム

設置数：１箇所

【質的な目標】

　区内６か所に設置した地域力

向上プラットフォームが機能し、

町会・自治会や NPO、商店会、

地元企業などさまざまな主体が

つながり、地域課題解決に向け

た主体的な取り組みが実施され

ることを目標に支援を行います。

【数値的な目標】

　地域力向上プラットフォーム

設置数：６箇所

28

町会・自治会活動への支援

―地域活動推進課―

　地域住民の連帯意識を醸成す

るとともに、地域の課題解決を

自主的に担う町会・自治会の日

常的な活動を支援します。

　コミュニティ推進活動助成を

はじめとした各種助成や活動に

あたっての課題解決に向けた講

習等を行っています。

【質的な実績】

　平成 30 年度に実施した全町

会・自治会実態調査等を踏まえ、

役員高齢化や加入促進など、町

会・自治会が直面している課題

解決のための事業に取り組んで

きました。令和 2年度には町会・

自治会の実態を踏まえ、一部の

助成事業を拡充しました。

【数値的な実績】

　町会・自治会加入世帯数：

99,770 世帯

【質的な目標】

　区と町会・自治会との連携を

強化していくとともに、若年層

の新規加入や活動参加を増やす

ため、町会・自治会活動のオン

ライン化の促進や集合住宅居住

者への啓発強化を図ります。

【数値的な目標】

　町会・自治会加入世帯数：

101,000 世帯

29

地域安全マップ作成事業

―安全支援課―

　「犯罪者に犯罪の機会を与えな

いことによって犯罪を予防する

考え方」を地域の方に知っても

らうことを目的に「地域安全マッ

プ」作成の講座を実施していま

す。まちの中の「入りやすい場所」

「見えにくい場所」の改善や環境

美化、防犯パトロール活動の実

施にもつながっています。

【質的な実績】

　新型コロナウイルス感染拡大

防止のため未実施

【数値的な実績】

　新型コロナウイルス感染拡大

防止のため未実施

【質的な目標】

　犯罪が起こりやすい場所とは

どういうところかについて地域

安全マップ講座や配布用のマッ

プで学ぶことで、地域内の犯罪

を予防し、住民の自主防犯力を

高める。

【数値的な目標】

　１年度あたり 10 町会以上を

対象に地域安全マップ作成事業

を実施する。

音　声
コード

－ 79 －

　平成30年度の「すみだ地域・福祉ボランティアフォーラム」では、「縁が育む地域の力～町会・自治

会とボランティア」を全体のテーマとし、３つの活動事例発表とグループディスカッションを開催しま

した。

ここでは児童館の活動事例を紹介します。

【平成30年度　活動事例紹介】

〇児童館は　子どもが育つ活動拠点　人がつながる地域の拠点から抜粋

　中川児童館では、開館当時から児童館を地域で支えていこうと、

地域ボランティア組織「中川つくし会」が結成されている。子ども

は家庭の中だけで育てるのではなく地域で見守る、社会性を育てる

という意識から、町会がボランティアとして児童館の行事に参加し、

子どもたちの健全育成に寄与していこうというのが趣旨であった。

　社会福祉協議会が推進する拠点型ふれあいサロンも実施していて、

地域の高齢者と乳幼児を持つ親子の触れ合う機会となっている。地

域の方が来てくださり、将棋タイムという事業もやっていて、地域

の方と子どもたちが仲良くなる良い機会となっている。

�
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事業
番号 事業名・事業概要 これまでの実績（令和 2年度） 事業目標

30

町会・自治会における地域福祉

活動の促進

―社会福祉協議会―

　町会・自治会が独自に行う地

域福祉活動の経費助成等を通じ

て、それぞれの地域の実情に合っ

た地域福祉活動を支援します。

【質的な実績】

　助成金の交付にあたっては、

職員が区内の町会自治会を訪問

し、地域福祉活動に対する支援

を行っていますが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため訪

問を実施できませんでした。

【数値的な実績】

　169 町会・自治会へ地域福祉

活動助成金の交付

【質的な目標】

　引き続き町会・自治会の福祉

活動の活発化を図るとともに、

地域や組織の課題を発掘し、住

民同士で解決できるよう支援し

ます。

31

社会福祉法人のネットワークづくり

―社会福祉協議会―

　地域における福祉課題解決に

向けて、区内の社会福祉法人が

連携して、定期的な情報交換、

地域公益活動などを行うための

ネットワークづくりに取り組み

ます。

【質的な実績】

　新型コロナウイルス感染拡大

を考慮し、活動が制限されたた

め、情報提供などを行いました。

総会については、文書開催とし

ました。

【質的な目標】

　地域における福祉課題等の解

決に向け連携し、情報共有や地

域ニーズの把握に取り組みます。

　区内社会福祉法人と連携した

地域公益活動の実施を目指しま

す。

音　声
コード

２．具体的な取り組み

具体的な取り組みの見方

〇基本目標のページ

「基本目標」と、それを達成するための「取り組みの

方向性」を示しています。

取り組みの方向性ごとに、関連するSDGs のアイコンを

表示しました。

〇取り組みの方向性と施策のページ

施策ごとの「目標　令和８年度の姿」

「これまでの取り組みと成果」「課題」

「今後の取り組み」「各主体の役割」を

記載しています。

各施策の区と社会福祉協議会の主な事業

を掲載しています。

各取り組みの方向性の最終ページに現在

行われている活動を紹介しています。音　声
コード
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包括的に支援するしくみを強化する

　制度や分野の違いや、「支える側」「支えられる側」という枠を超えて、人と人、

人と社会がつながり、一人一人が役割や生きがいをもって助けあいながら暮らして

いくことのできる「地域共生社会」を実現するため、相談体制の整備、区民活動の

ための環境整備、地域で支えあうしくみづくりなどを推進します。

　取り組みの方向性

Ⅰ 　包括的支援体制を構築する 重点取り組み  　   　

　地域住民の支援ニーズに対応するため、包括的な支援体制を整備します。

既存の相談機関で個人・世帯の属性を問わず相談を受けとめる相談体制を構築します。

Ⅱ 　
地域活動を推進する環境を整備する　

　共に生きる支えあいの地域づくりは、地域住民や地域の福祉関係者による住民主体の

活動を推進していくことが重要です。そのために地域住民の地域福祉活動への参加を促

進するための環境を整備していきます。

Ⅲ 　地域で支えあい・助けあうしくみを確立する　  

　墨田区は昔から下町らしい人情のあふれたまちとして、となり近所の支えあい・助け

あいが日常的に行われてきました。しかし、少子高齢化や核家族化、単身化が急激に進

行する中、高齢者の孤立、子どもの虐待、ひきこもりなど様々な地域の課題が発生して

います。

　日ごろから、関係機関、地域住民等におけるつながりの強化を図り、地域で支えあい、

助けあうしくみづくりを進めます。

Ⅳ 　地域で安心して暮らし続けるための支援をする　   

　今後増加が見込まれる認知症高齢者、一人暮らしの高齢者、知的障害者、精神障害者

などが、地域で安心して暮らし続けて行けるよう、権利を守るための体制整備を進めます。

　また、経済的に困窮した人、心の悩みや生きづらさを感じている人、子ど

もたちなどを支えるための様々な制度が有効に機能し、状況に応じた支援が

行われるよう取り組んでいきます。

　福祉サービスの量の確保、質の向上、評価・点検にも努めます。

基本目標１

音　声
コード
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包括的

相談支援

社会参加に

向けた支援

地域づくりに

向けた支援

目標

包括的支援体制の構築

基本目標１　　包括的に支援するしくみを強化する

取り組みの方向性 　 Ⅰ　包括的支援体制を構築する 　 重点取り組み

目標　令和８年度の姿

◆ 複雑化・複合化した課題を抱える個人、世帯の相談を総合的に受け止める体制が確立さ

れています。

◆ 各分野の相談支援機関間の連携強化が図られています。

◆ 総合的な支援が住民に提供されています。

関係機関と連携・協働した、
包括的な支援体制のしくみをつくる

施策１

　区では、これまでも各福祉分野に公的な相談支援機関を整備し、充実を図ってきました。また、居場所

づくりやケア会議などもそれぞれの分野ごとに行い、課題を抱えた人の支援をしてきました。

これまでの取り組みと成果

≪アンケートから≫

【悩み、困りごとの相談先】
どこに相談したらいいかわからない　2.1％
相談できる場がない、または人がいない　1.7％

資料：「第５期墨田区障害者行動計画」「第６期墨田区障

害福祉計画・第２期障害児福祉計画」策定のための

アンケート調査

【認知症に関する相談窓口の認知度】
認知症に関する相談窓口を知らない　69.2％

資料：令和元年度墨田区介護予防・日常生活圏ニーズ調査

報告書

【区に配慮してほしいこと】
子育て・介護をまとめて相談できる区の窓口
　就学前の子どもの保護者　30.5％
　小学生の保護者　52.4％

資料：「墨田区子ども・子育て支援ニーズ調査　調査結果

報告書」（平成31年３月）

≪活動者等アンケートから≫

【個人あるいは世帯から複雑化・複合化した相談を受けたことがある割合】

民生委員・児童委員　20.8％　社会福祉施設　35.7％　児童館　36.4％

高齢者支援総合センター　100％　　　高齢者みまもり相談室　100%

　－対応―

　　関係機関と連携して、支援した。

　　拒否されない限り訪問し、課題把握に努める。

　－困ったこと等-

　　8050問題解決への連携体制が整っていない。

【社会とのつながりを断っている、見守りを拒む、自分から声を発さない

など地域で孤立している個人・世帯と接したことがある割合】

民生委員・児童委員　26.8％　社会福祉施設　28.6％　児童館　72.7％

高齢者支援総合センター　100％　高齢者みまもり相談室　100%

　－対応―

　　何日も通って話を聞いた後、心を開いてくれた。

　　拒否されているので、遠くからの見守りを続けている。

　　関係機関の協働で解決に至った。

　－困ったこと等-

　　介入自体が困難。ごみ屋敷など、対応に苦慮する。

　　情報がないケースが多く、地域のつながりだけでは対応できない。

資料：第４次墨田区地域福祉計画に係るアンケート調査結果

音　声
コード
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〇 各主体の役割

　区
　　包括的支援体制の構築に努め、課題を抱えた個人・世帯に支援を届けるしくみをつくります。

　社会福祉協議会
　　区と協力し、包括的支援体制の構築に努めます。

　区民、民生委員・児童委員、町会・自治会等・社会福祉法人（福祉施設）
　　地域で課題を抱えて困っている人を、身近な相談支援機関につなげるようにします。

　各支援センター、児童館、保健センター等
　　属性や世代を問わない様々な相談を受け止め、専門機関につなぎます。

　　また、複雑化・複合化した課題に対しては、多機関協働機関につなぎます。

　ボランティア・NPO、事業所等
地域の資源として、区や社会福祉協議会と連携し、包括的な支援体制のしくみづくりに協力して

いきます。

　少子高齢化、単身世帯のさらなる増加や社会的孤立などの影響で、いわゆる「８０５０問題」「ダブルケア」

「ヤングケアラー」など個人や世帯が抱える課題は様々な分野が絡み合って複雑化・複合化し、既存の福

祉制度のみでは解決が困難となってきています。また、「ごみ屋敷」「ひきこもり」など制度の狭間となっ

ている課題も山積しています。

　こうした課題を抱えた個人や世帯の課題解決のためには、各相談支援機関で受け止めた課題を、包括的

に対応する相談支援体制の構築が必要となっています。

課　題

　各相談機関が、世代や属性を超えた個人・世帯の相談を総合的に受け止め、各相談支援機関と連携・協

力し、課題解決に向けた支援ができるよう、適切な機関につなぎます。

　また、単独の相談支援機関では対応が難しい、複雑化・複合化した事例の調整役を担い、各相談支援関

係機関の役割分担や、支援の方向性を定めるといった多機関協働事業を担う組織を立ち上げるなど、包括

的な相談支援体制の構築を進めます。

　継続的な関わりが求められる事例、一人では相談支援機関の窓口まで来ることができない事例、社会と

のつながりを作るための支援などに対応するため、社会福祉協議会等と協力・連携し、地域に埋もれた課

題の掘り起こし、伴走支援など、アウトリーチから始まり継続的につながる機能を強化していきます。

　NPO や企業等とも連携し、地域の資源を活かした包括的支援のしくみづくりを推進します。

　区では国が創設した「重層的支援体制整備事業」を活用し、包括的支援体制の構築をしていきます。

今後の取り組み

音　声
コード
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　平成27年度のすみだ地域福祉・ボランティアフォーラム」では、「地域を支えるボランティアの輪を
広げよう」をテーマに開催しました。グループディスカッションでは「あったらうれしい地域の取組～
みんなで話そう～」をテーマとしました。
　その中から「包括的支援体制の構築」に関連した意見を一部紹介します。

・資源はあるが、情報を共有できる場がない。それぞれが個別で解決しようと頑張っている。
・世代間交流の場、生きがいのための交流の場がもっと欲しい。
・地域に精神障害の方がたくさんいることが最近分かった。みんなで話し合うと何とかなることもあ

る。
・認知症、ひきこもりなどで相談に行けない人へのアプローチが必要。
・孤独死，孤立死がなくならないが、なくしたい。
・様々な活動者(福祉関係以外も)が話し合う場が必要。異世代が集まる場も。

すみだ地域福祉・ボランティアフォーラムから

区と社会福祉協議会の主な事業

事業
番号 事業名・事業概要 これまでの実績（令和 2 年度） 事業目標

1

多機関協働事業
―厚生課・生活福祉課―

　属性や世代を問わない複雑化・
複合化した支援ニーズに対し、
複数の相談支援機関が連携し組
織的に対応する支援「多機関協
働事業」を実施します。

【質的な実績】
　令和 2 年度まで社会福祉協議
会が展開していた「地域福祉プ
ラットフォーム」で、地域住民
から寄せられた相談を各関係機
関につなぎ、解決に向けた活動
をしていました。令和 3 年度か
らは区に専管組織を置き、各関
係機関の連携を強化して実施し
ています。

【質的な目標】
　多機関協働事業を核とした相
談支援ネットワークが構築され、
関係機関が連携して支援を進め
ます。

【数値的な目標】
　多機関協働事業における重層
的支援会議を定例的に開催します。

2

地域福祉プラットフォームの運営
―厚生課・社会福祉協議会―

　地域住民が地域社会から孤立
することを防ぐとともに、地域
における多世代交流や多様な活
躍の場を確保する、誰もが気軽
に立ち寄ることができ、相互に
交流を図ることができる地域の
拠点を整備します。
　また、地域住民の意識向上、
活動者の育成などを目的とした
学習会やイベント等を実施する
など、地域づくりも推進します。
　CSW（コミュニティ・ソーシャ
ル・ワーカー）が常駐し、地域
の気軽な相談場所、埋もれた課
題の掘り起こし機能なども有し
ています。

【質的な実績】
　地域の中の福祉課題に対し、
住民と専門機関が連携・協働す
る場として、社会福祉協議会が
設置してきました。
　地域の居場所としての機能と
CSW（コミュニティ・ソーシャ
ル・ワーカー）が常駐する気軽
な相談の場として、利用されて
います。

【数値的な実績】
・地域福祉プラットフォーム設

置件数
　令和 2 年度：２か所
　（平成 28 年度 1 か所設置　平

成 29 年度 1 か所設置）
・年間利用延べ人数
　キラキラ茶家　381 人
　ガランドール　217 人

（令和２年度は社会福祉協議会の事業）

【質的な目標】
　令和３年度から区の事業とし
て社会福祉協議会に委託し、区
と社会福祉協議会の連携を深め
て、様々な事業を実施していき
ます。
　重層的支援体制整備事業の地
域の拠点として、機能強化と設
置数の増加に取り組みます。

【数値的な目標】
・令和３年度において１か所増

設しました。令和８年度まで
にさらに設置数を増やします。

・利用人数を毎年増加させます。

音　声
コード
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【墨田区重層的支援体制整備事業実施計画】

1　重層的支援体制整備事業及び計画策定の目的

　高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の分野別に行われてきた既存の相談支援や地域づくり支援の取

り組みを活かし、分野別の支援体制では対応しきれないような「複雑化・複合化した支援ニーズ」や「制

度の狭間にある課題」に対応する包括的な支援体制を構築するため、重層的なセーフティネットの強化を

図り、地域共生社会の実現をめざすことを目的として、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくり

に向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業を展開します。この重層的支援体制整備事業を

適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業実施計画を策定します。

２　計画期間

　本計画の期間は、地域福祉計画と連動させ令和 4 年度から令和 8 年度までの 5 年間とします。　

　なお、必要に応じて計画期間内であっても見直しをします。

３　実施事業

　重層的支援体制整備事業は、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を柱として、

これら３つの支援を一層効果的かつ円滑に実施するために、アウトリーチを通じた継続的支援及び多機関

協働による支援を新たな機能として強化し、次に掲げる５つの事業を一体的に実施します。　

⑴　包括的相談支援事業

⑵　参加支援事業

⑶　地域づくりに向けた支援事業

⑷　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

⑸　多機関協働事業（支援プランの策定）

４　重層的支援体制整備事業の概要と提供体制

⑴　包括的相談支援事業

ア　事業の概要
　包括的相談支援事業は、高齢・介護、障害、子ども、生活困窮等の各分野において実施されてい

る既存の相談支援を一体的に実施し、相談者の属性や世代、相談内容等に関わらず、地域住民から

の相談を幅広く受け止め、抱える課題の解きほぐしや整理を行う事業です。

　本事業を実施する相談窓口の設置形態としては、既存の相談窓口を活用します。受け止めた相談

のうち、相談者が複雑化・複合化した課題を抱えているため、課題の全体像を俯瞰したうえで、相

談支援機関の連携や役割を整理する必要のある事例については、関係する相談支援機関が集まって

検討を行う支援会議（※）や多機関協働事業につなぎ、相談支援ネットワークを活用した支援を行

います。

※支援会議とは

　相談支援機関がそれぞれ把握している複雑化・複合化した課題を抱え

る相談者に関する情報の共有を行うとともに、支援方針や支援内容につ

いて協議し、適切な支援を行うことができるよう検討を行う会議です。
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イ　相談支援機関の拠点等設置状況

（令和 3 年 10 月 1 日現在）

主な対象分野 相談支援機関名（相談窓口） 設置数 運営形態 対 象 圏 域

高齢・介護 地域包括支援センター《高齢者支援総合センター》 8 委　　託 各圏域を設定

障　　　害
障害者相談支援事業

《障害者福祉課１・保健予防課１・保健センター２》
4 区 直 営 区全域

子　ど　も

利用者支援事業《子ども家庭支援センター（子育

て支援総合センター）1・子育てひろば２・児童館

11・コミュニティ会館３・保育コンシェルジュ１・

保健計画課１・保健センター２》

21
指定管理・

直営
区全域

生 活 困 窮 自立相談支援事業 1 委　　託 区全域

多　分　野 地域福祉プラットフォーム ３ 委　　託 区全域

⑵　参加支援事業　

ア　事業の概要
　参加支援事業は、相談者本人やその世帯の支援ニーズを踏まえ、社会資源とのマッチングと社会

参加に向けた支援のためのメニューづくりを行う事業です。個々の状況に合わせて地域への働きか

けを行い、支援メニューを増やしていくとともに、本人に対する定着支援と受け入れ先への支援も

行います。

イ　参加支援事業を行う体制
　区から社会福祉協議会に委託をして実施している「地域福祉プラットフォーム」を拠点として配

置するコミュニティ・ソーシャル・ワーカー（以下、「ＣＳＷ」という。）をはじめ、関係機関が他

の機関と連携して支援をしていきます。

（令和 3 年 10 月 1 日現在）

事業名 実施主体 配置人数 運営形態 対象圏域

参加支援事業 社会福祉協議会 ＣＳＷ 3 名 委　　託 区全域

⑶　地域づくりに向けた支援事業

ア　事業の概要
　地域づくりに向けた支援事業は、既存の地域づくりに関する事業の取り組みを活かしつつ、世代

や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発やネット

ワークの構築、支援ニーズと取り組みのマッチング等を通じ、多様な地域活動が生まれやすい環境

整備を行うものです。また、そのために必要な地域における多様な主体による取り組みのコーディ

ネート等を行います。

　地域の社会資源を幅広くアセスメントした上で、世代や属性を超えて住民同士が交流できる多様

な場や居場所の整備、地域の多様な主体が出会い、つながりの中から更なる展開を生む機会となる

地域福祉プラットフォームをはじめとするプラットフォーム機能の形成を促す働きかけなどを行っ

ていきます。
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イ　地域づくりに向けた支援事業の拠点等設置状況
（令和 3 年 10 月 1 日現在）

分　野（事業名） 拠　点 設置数 運営形態 対象圏域

多分野 地域福祉プラットフォーム 3 委　　託 区全域

高齢・介護

（地域介護予防活動支援事業）
（人材育成事業のため拠点無） ― 委　　託 各圏域を設定

高齢・介護

（生活支援体制整備事業）

地域包括支援センター（高齢

者支援総合センター）
8 委　　託 各圏域を設定

障害

（地域活動支援センター事業）
友の家 1 補　　助 区全域

子ども（地域子育て支援拠点事業） 子育てひろば 2　児童館 9 11 指定管理 区全域

多分野（共助の基盤づくり事業）

小地域福祉活動 33・ふれあ

いサロン 17・拠点型ふれあ

いサロン 4

54 補　　助 区全域

⑷　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業　

ア　事業の概要
　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業は、複雑的・複合的課題を抱えている方の自宅を訪問し

面談を行うなど、適切な支援を届ける事業です。本人と直接かつ継続的に関わるための信頼関係の

構築やつながりづくりに力点を置いた支援をしていきます。

イ　アウトリーチ等を通じた継続的支援事業を行う体制
　区から社会福祉協議会に委託をして実施している「地域福祉プラットフォーム」を拠点として配

置する CSW をはじめ関係機関が他の機関と連携して支援をしていきます。他の団体や手法につい

ても検討をしていきます。

（令和 3 年 10 月 1 日現在）

事業名 実施主体 配置人数 運営形態 対象圏域

アウトリーチ等を

通じた継続的支援

事業

社会福祉協議会 ＣＳＷ 3 名 委　　託 区全域

音　声
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⑸　多機関協働事業（支援プランの策定）　

ア　事業の概要
　多機関協働事業は、重層的支援体制整備事業に関わる関係者の結節点となって連携の円滑化を進

め、既存の相談支援機関をサポートし、区全体の包括的な相談支援体制の構築を進めていく事業で

す。他の重層的支援体制整備事業の進捗状況等を把握し、必要があれば既存の相談支援機関の専門

職に助言を行うなど、重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たします。

支援会議からつながった複雑化・複合化した相談に対し、各相談支援機関の役割分担や支援の方向

性を整理します。そして法で定めるよう規定されている支援プランの作成を行い、重層的支援会議

（※）に諮ります。決定された支援プランに基づき、支援の実施・進捗管理等を行います。

※重層的支援会議とは

　各相談支援機関の調整を行う会議であり、定例的に開催します。構成員は関係部署の部課長等

とし、組織間の課題や地域社会資源に関する検討なども行います。

イ　多機関協働事業を行う体制
　多機関協働事業は区直営で実施し、事務局を福祉保健部に設置します。

（令和 3 年 10 月 1 日現在）

事業名 拠点 設置数・配置人数 運営形態 対象圏域

多機関協働事業 福祉保健部
１か所・専任担当主査 1 名　

（副参事 1 名兼務）
直　　営 区全域

５　連携体制の構築

⑴　庁内連携会議

　重層的支援体制整備事業を進めるうえで庁内連携が重要となることから、庁内連携会議を設け、そ

の下部組織として作業部会を設置します。

ア　庁内連携会議
　福祉施策担当所管の部課長を委員とし、庁内連携の課題、支援体制のあり方、人材育成、事業の

普及啓発などについて協議します。

イ　作業部会
　実務者による会議とし、国からの交付金など制度に関する情報共有などを行う「制度部会」と、

相談実務の支援方法や地域における社会資源に関する情報共有などを行う「運用部会」を設置しま

す。

⑵　推進協議会　　

　重層的支援体制整備事業のあり方や目標について区・相談支援機関・住民等が議論する協議体を墨

田区地域福祉計画推進協議会に含めて一体的に推進します。

音　声
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６　事業目標

　多機関協働事業を核とした相談支援ネットワークが構築され、関係各相談支援機関が連携して支援を進

めます。

　本計画期間においては、多機関協働事業における重層的支援会議を定例的に開催します。各年度当初に

前年度実績を踏まえて、PDCA サイクルを用いた目標を設定します。

７　今後の体制整備等について

　重層的支援体制整備事業を適正かつ円滑に実施するために体制を整備していく必要があり、今後、次の

事項を検討・実施していく必要があります。

⑴　事務局組織のあり方について

　重層的支援体制整備事業の適正で円滑な実施のために、今後の多機関協働事業等における相談支援・

窓口のあり方を検討するとともに、事務局体制・組織の整備を実施していきます。

⑵　地域福祉プラットフォームの整備とネットワークの充実

　地域福祉計画の基本的視点であるプラットフォームによる地域福祉の充実を図るため、拠点として

の地域福祉プラットフォームを整備・展開していくとともに、関係機関等による円滑な情報共有や課

題解決のためのネットワークの充実を図っていきます。

⑶　アウトリーチ機能の充実

　複雑的・複合的な生活課題を抱えている人ヘの継続的支援を実施していくために、各分野における

アウトリーチ機能の充実を図っていきます。

⑷　地域づくり活動の支援

　生活課題を抱えている人の相談や社会参加促進のため、また、地域の課題解決のために、各分野に

おいて地域づくり活動の支援を行っていきます。

８　事業評価・見直し

　毎年度、事業実績を踏まえた事業評価を実施します。

音　声
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取り組みの方向性 　 Ⅰ　包括的支援体制を構築する

活動紹介

《地域福祉プラットフォーム》

　地域福祉プラットフォームは、区民の身近な交流の場・相談の場として、社会福祉協議会が平

成 28 年度から設置し、町会・自治会、民生委員・児童委員、高齢者支援総合センターなど関係

機関と連携した事業を展開してきました。

　令和３年度からは、区が進める包括的支援体制整備事業の地域の拠点として位置づけ、区が実

施主体となり、社会福祉協議会に委託して事業を実施しています。

地域福祉プラットフォームは次のような場所として、今後も地域の中に設置か所の増加を図って

いきます。

　〇誰もが気軽に立ち寄ることができ、相互に交流できる地域の拠点

　〇社会福祉協議会の CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）が常駐する、気軽な相談の場

　〇地域住民が地域の福祉に関する情報などを受けることができる場

　〇福祉に関する研修会、学習会などを開催する場

　令和３年 10 月から新規に設置したところを含めて、現在３か所で実施しています。

地域福祉プラットフォーム京島（キラキラ茶家）

開設日時　毎週火・木曜日　

　　　　　午前 11 時～午後４時

場　　所　京島３－ 49 － 18

地域福祉プラットフォーム本所

開設日時　毎週月・水曜日　午前 11 時～午後４時

場　　所　本所地域プラザ　BIG SHIP 

　　　　　　　　　　　　　　　（本所１－ 13 －４）　

　　　　　1 階イベントスペースＢ・調理室

地域福祉プラットフォーム八広

開設日時　毎週火・木曜日　午前 11 時～午後４時

場　　所　八広はなみずき高齢者支援総合センター

　　　　　　　　　　　　　　　（八広 5 － 18 － 23）

　　　　　ふれあい交流スペース

音　声
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交流の様子（京島）

小地域福祉活動の連絡会（本所）

おもちゃスペース（本所）

折り紙を楽しむ（八広）
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活動紹介

地域福祉プラットフォームでの様子
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交流拠点の整備 担い手の育成

情報を伝える

環境の整備

基本目標１　　包括的に支援するしくみを強化する

取り組みの方向性 　 Ⅱ　地域活動を推進する環境を整備する

目標　令和８年度の姿

◆ 福祉に関する情報を必要とする人に、必要な情報が届いています。

◆ 「すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム」に参加するなどして、地域福祉への関心

を持つ人が増えています。

福祉の施策や活動に関する
情報を発信する

施策１

　区や社会福祉協議会は、「区報」「社協だより」などのお知らせ、各種施策のガイドブックなどの紙媒体

での情報発信や、ウェブサイトへの掲載や SNS による発信を行ってきました。

　一方で、民生委員・児童委員など、地域の活動者は人と人との情報交換を大事にしていて、区や社会福

祉協議会の情報を地域に伝える発信役として貴重な存在となっています。

　また、区では社会福祉協議会と協力して「すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム」を平成 23 年度

から毎年開催してきました。その中で分科会やグループディスカッションが地域課題解決のヒントを得る

場となり、地域福祉やボランティアの関心を持つ機会となっています。

　社会福祉協議会では「ボランティアまつり」等を開催し、様々なボランティアを紹介しています。

これまでの取り組みと成果

≪アンケートから≫

【自分が知りたい情報を入手出来ているか】

・できている　6.2%

・どちらかと言えばできている　26.8%

・どちらかといえばできていない　30.2%

・できていない　18.0%

資料：第26回墨田区住民意識調査（令和２年）

≪活動者等アンケートから≫

【地域住民への情報発信、情報の入手に必要なこと】

・町会・自治会、小地域福祉活動、ふれあいサロンに参加し、情報交換す

る　86.8％

・町会・自治会などの回覧板・掲示板を利用する　74.8%

・SNSなどのツールを利用する　26.4%

・区の施設等へ掲示する　24.8%

資料：第４次墨田区地域福祉計画に係るアンケート調査結果
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● ICT リテラシー

情報化社会に対応する能力

解 説
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〇 各主体の役割

　区
区報やホームページを通じ、福祉に関する情報を区民に伝えるほか、スマートフォンやタブレッ

トなどをうまく使えない方への対応も進めます。

　社会福祉協議会
社協だよりやホームページ・SNS 等で福祉に関する情報を区民に伝えるほか、ボランティア団体

などの情報共有のために、ICT リテラシー向上のための事業などを行っていきます。

　区民
区や社会福祉協議会からの必要な情報の把握に努めます。

　民生委員・児童委員
　　情報を求めている方のために、情報を伝える活動します。

　町会・自治会等
町会・自治会内に暮らす地域住民に、掲示板、回覧板などを使って地域福祉活動の情報を提供し

ます。

　地域には、地域活動に参加したい、参加してもいいが、「地域活動を知らない」「活動の仕方を知らない」

と答えている人がいるなど、活動についての PR が十分でないことがあります。

　また、情報が欲しくても、ICT 機器などをうまく使えないなどの理由で、情報を取得できない人がいます。

課　題

　今後も「すみだ地域福祉・ボランティアフォーラム」や「ボランティアまつり」等を開催し、地域福祉

やボランティア活動に関する情報発信をしていきます。PR 方法も見直し、多くの方に開催趣旨を伝えて、

参加者を増やしていくよう努めます。

　日々の情報発信については、紙媒体、SNS、声をかける・誘い合うなどのあらゆるツールを用いて、積

極的に情報を発信します。

　また、ICT 機器などをうまく使えない方のために、ICT リテラシーの向上を目的とした事業を推進して

行きます。

今後の取り組み

音　声
コード



－ 44 －

●デジタルデバイド

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間

に生じる格差

解 説

区と社会福祉協議会の主な事業

事業
番号 事業名・事業概要 これまでの実績（令和 2 年度） 事業目標

3

「地域福祉・ボランティアフォーラム」の開催
―厚生課・社会福祉協議会―

　地域福祉の推進及び「すみだ
ボランティアの日」の啓発を兼
ねた「地域福祉・ボランティア
フォーラム」を開催します。
　地域福祉関係者や地域福祉に
関心のある人たちが、情報交換
をしたり、課題解決のヒントを
得たりすることで、地域福祉の
推進を図ります。

【質的な実績】
平成 23 年度から、講演会、分
科会でグループディスカッショ
ンを開催し、情報交換をしてき
ました。

【数値的な実績】
　新型コロナウィルス感染拡大
防止のため中止しました。

【質的な目標】
　地域福祉関係者や地域福祉に
関心のある人たちが、情報交換
をしたり課題解決のヒントを得
たりすることで、地域福祉の推
進を図ります。また、ボランティ
アについての認識を深めてもら
い、ボランティア活動の促進を
図ります。

【数値的な目標】
地域福祉・ボランティアフォー
ラムの開催（年１回）

4

デジタルデバイドの解消
―障害者福祉課・高齢者福祉課・
社会福祉協議会―

　区と社会福祉協議会では、デ
ジタルデバイド解消のための事
業を開催します。
　「身体障害者福祉センター」の
各種講座を通じて、障害のある
方の ICT リテラシーの向上に努
めます。
　高齢者の中にはスマートフォ
ン・タブレットなどの情報端末
を活用できない方もいることか
ら、ICT リテラシーの向上を目
的とした事業を実施します。
　また、社会福祉協議会のボラ
ンティアセンターでは、区内の
大学等と協力し、ボランティア
活動者・団体の ICT リテラシー
向上のための講座を開催します。

【質的な実績】
　（障害者福祉課）
　身体障害者福祉センターで、
パソコン教室を実施しました。
　（高齢者福祉課）
　 令和 3 年度新規事業
　（社会福祉協議会）
　ボランティア団体を対象とし
た講座を新型コロナウィルス感
染拡大防止のため延期しました。

【数値的な実績】
　（高齢者福祉課）
 令和 3 年度新規事業

【質的な目標】　
　（障害者福祉課）
　身体障害者福祉センターで、
新たに視覚障害者向けスマート
フォン教室を実施します。
　（高齢者福祉課）
　事業目的である高齢者のデジ
タルデバイド解消を図ります。
　（社会福祉協議会）
　ボランティア活動者・団体が
ICT を活用できるよう支援しま
す。

【数値的な目標】
   （高齢者福祉課）
　次回の墨田区介護保険・日常
生活圏域ニーズ調査において、
ICT リテラシーに関する調査項
目を設け、数値目標の基礎デー
タとします。

5

「ボランティアの日」の啓発
―社会福祉協議会―

　区民にボランティアについて
の認識を深めてもらうとともに、
ボランティア活動の促進を図る
ため、啓発と活性化に向けた事
業を実施します。

【質的な実績】
　ボランティアの日に合わせて
ボランティア団体のパネル展示、
ボランティア活動 DVD の放映
を実施しました。
　地域福祉・ボランティア講演
会を開催しました。

【数値的な実績】    
　地域福祉・ボランティア講演
会　参加者 25 人

【質的な目標】
　ボランティアの日に合わせ、
より多くの方にボランティア活
動を知ってもらう機会を提供し
ます。
　また、活動が定着化し、さら
に発展するよう支援していきま
す。

6

「ボランティアまつり」の開催
―社会福祉協議会―

　ボランティア活動の啓発と活
性化を図るため、ボランティア
まつりを開催します。

【質的な実績】
　新型コロナウィルス感染拡大
防止のため小学校での開催を中
止し、ボランティアセンターで
規模を縮小して実施しました。
　ボランティアセンターやボラ
ンティア団体の活動を紹介し、
啓発に努めました。
　また、ボランティア団体によ
るバザー会場を提供し、自主財
源確保の支援を行いました。

【数値的な実績】
　11 月８日に開催し、150 人が
参加しました。

【質的な目標】
　ボランティアの活動紹介や体
験の場を設け、区民の活動参加
意欲の増進に努めます。

【数値的な目標】
　ボランティアまつりの開催（年
1 回）
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